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　神田川、善福寺川、妙正寺川を地域に活きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通認識に基づき、協働・
連携して川づくりを進めていくことが必要です。
　そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動している団体、区市及び都が、河川に係わる情報や意見の交換・
提案を行うことを目的として、神田川上流懇談会（以下、「懇談会」という）を設置しました。
　「神田川上流懇談会」は平成 16 年 2 月 18 日に設置されました。

　神田川上流懇談会では、神田川、善福寺川及び妙正寺川を対象河川としていますが、神田川の江戸川橋（文
京区関口一丁目地先）から上流を対象区間としています。

表　 神田川一覧

一級河川 ( 荒川水系 )

河川名 延長（ Km） 起 点 終 点

神田川 24 .6 井の頭池 隅田川への合流

善福寺川 10 .5 善福寺池 神田川への合流

妙正寺川 9.7 妙正寺池 神田川への合流

対象河川

１ 　 神田川上流懇談会の概要

活動実績

第 1 期　平成 16 年 2 月 18 日～平成 18 年 11 月 9 日
第 2 期　平成 19 年 4 月 26 日～平成 21 年 7 月 24 日
第 3 期　平成 22 年 2 月 18 日～平成 24 年 7 月 5 日
第 4 期　平成 25 年 1 月 31 日～平成 26 年 11 月 7 日

第 5 期　平成 27 年 3 月 9 日～平成 28 年 11 月 9 日
第 6 期　平成 29 年 5 月 12 日～平成 30 年 11 月 14 日
第 7 期　令和元年 6 月 19 日～令和 5 年 1 月 24 日



－ 2－

第七期神田川上流懇談会設置要綱

2 　 神田川上流懇談会規約（ 第七期）

（ 設 置）

第１　神田川、善福寺川、妙正寺川を安全で地域に活
きた親しめる川とするためには、都民と行政が共通
認識に基づき、協働・連携して川づくりを進めてい
くことが必要である。

　　　そこで、流域の住民、河川に関心を持ち活動し
ている団体、区市及び都が、河川に係わる情報や意
見の交換・提案を行うことを目的として、神田川上
流懇談会（以下「懇談会」という）を設置する。

（ 所掌事務）

第２　懇談会は、前項の目的を達成するため、次に掲
げる事項を所掌する。

　　　なお、対象区間は神田川の江戸川橋上流とする。
（１）神田川等に関わる計画、整備、維持管理等につい

ての情報提供、意見交換、提案
（２）神田川等の環境、歴史・文化等に関する情報交換
（３）流域自治体の行政のうち、神田川等に関するもの

の情報交換
（４）懇談会の運営及び年間活動計画に関するものの審

議
（５）その他、懇談会が必要と認めた事項

（ 構 成）

第３　懇談会は、別表（省略）に掲げる流域住民、河
川に関心を持ち活動している団体の代表者及び関係
行政機関の職にある者（以下「委員」という）で構
成する。

２   流域住民並びに河川に関心を持ち活動している団
体の委員は、公募等により選出する。

３   委員の任期は４年とし、再任を妨げない。
４   座⾧が特に必要と認めるときは、臨時委員を置く

ことができる。

（ 座長の職務及び代理）

第４　懇談会は委員の互選により座⾧及び副座⾧を置
く。

２   座⾧は懇談会を代表し、会務を総理する。
３   副座⾧は座⾧を補佐し、座⾧の事故のあるときは

その職務を代理する。

（ 懇談会の開催）

第５　懇談会は原則として年２回開催し、座⾧が召集
する。

２   座⾧は、必要があると認めたときは、臨時に懇談
会を開催することができる。

（ 公開）

第６　会議は原則として委員のみで行うが、懇談会の
決定により一般公開することができる。

２   懇談会の活動内容については、活動報告書により
公表するものとする。

（ 運営）

第７　懇談会は、次の事項を遵守し運営する。
（１）自由な発言の尊重
（２）特定の個人・団体の誹謗・中傷の禁止
（３）柔軟な発想に基づく創意工夫の尊重
（４）相互信頼に基づく各委員の尊重（住民、団体、流

域自治体、河川管理者の役割の尊重）
（５）建設的な提案型の意見交換

（ 活動報告書）

第８　懇談会は、原則として１年ごとに活動内容や成
果等について活動報告書にとりまとめる。

２   活動報告書は、建設局ホームページに掲載して一
般都民に閲覧できるようにする。

（ 都民委員の補充）

第９　都民委員の欠員の補充については、懇談会にお
いて補充方法を決める。

（ 臨時委員）

第 10  運営に必要な臨時委員については、座⾧が懇
談会にはかり決定する。

（ 事務局）

第 11  懇談会の事務局は東京都第三建設事務所工事第
二課に置く。

（ 要綱の改正）

第 12  座⾧は、懇談会設置要綱を改正する必要があると
認めるときは、委員の総意によりこれを認める。

（ その他）

第 13  この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必
要な事項は座⾧が別に定める。

付則
　この要綱は、令和元年　６月　１９日から施行する。
　　　　改定:令和３年１０月　２５日
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神田川上流懇談会規約（ 第七期）

第七期神田川上流懇談会運営要領

（ 懇談会）

１　懇談会は、原則として公開とする。

（ 運 営）

２　懇談会は、次に掲げる事項を遵守し運営を行う。

（１）自由な発言の尊重

（２）特定の個人・団体の誹謗・中傷の禁止

（３）柔軟な発想に基づく創意工夫の尊重

（４）相互信頼に基づく各委員の尊重

（５）建設的な提案型の意見交換

（ 会議録）

３　懇談会の会議録（懇談会ニュース）は、原則として

公開とする。

４　会議録は、発言委員の了解のもとに以下の要領で作

成する。

（１）発言内容は要旨とする。

（２）発言者は匿名とし、都民委員、行政委員、事務局

に区分して記録する。

（３）座⾧は、委員の発言のうち特定個人の利害に係わ

るなど不適切な内容については、削除することがで

きる。

５　会議録は、東京都建設局河川部（都庁第２庁舎６階）、

第三建設事務所、関係各区市の関係課に置き、一般

都民に閲覧できるようにする。

　　また、建設局ホームページにも掲載する。

（ 都民委員の補充）

６　都民委員の欠員の補充については、懇談会において

補充方法を決める。

（ 臨時委員）

７　運営に必要な臨時委員については、座⾧が懇談会に

はかり決定する。
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　公募並びに各区からの推薦により選出された 15 名の都民委員と 11 名の行政委員により構成しています。

区分 区市名 氏　 名 備　 考

都

民

委

員

個人:文京区
前期より継続
前期より継続

個人:新宿区
前期より継続
前期より継続

個人:中野区
第 7 期　新規
前期より継続
前期より継続

個人:杉並区
前期より継続
前期より継続
第 7 期　新規

個人:三鷹市
前期より継続
前期より継続
前期より継続

個人:武蔵野市 第 7 期　新規
団体:神田川ネットワーク 前期より継続

15 名

区分 所　 属
氏名

平成 3 1 年度 令和２ 年度 令和 3 年度 令和 4 年度

行 

政

委

員

文京区
土木部みどり公園課⾧
新宿区
みどり土木部道路課⾧
豊島区
都市整備部道路整備課⾧
中野区
都市基盤部道路課⾧
杉並区
都市整備部土木計画課⾧
三鷹市
都市整備部緑と公園課⾧
武蔵野市
環境部緑のまち推進課⾧
東京都建設局河川部
中小河川計画担当課⾧
東京都第六建設事務所
副所⾧兼工事課⾧
東京都北多摩南部建設事務所
工事第二課⾧
東京都第三建設事務所
工事第二課⾧

11 名

3 　 第七期神田川上流懇談会委員名簿　   令和 5 年 1 月 24 日時点
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　第七期神田川上流懇談会の活動の概要は以下のとおりです。

表 第七期神田川上流懇談会の活動の概要

開催日 開催場所 出席委員 概 要

第
1
回

令和元年
6 月 19 日
14:30 ～ 16:40

善福寺川事業
センター

都民委員 14 名
行政委員 9 名

・委員紹介
・懇談会設置要綱の承認
・座⾧・副座⾧の選出
・懇談会の行動計画について
・河川事業の概要について
・都民委員・行政委員からの報告等
・神田川・環状七号線地下調節池の見学

第
2
回

令和元年
11 月 20 日
13:30 ～ 15:30

環状七号線地下
広域調節池

（石神井川区間）
工事現場

野方区民活動
センター

都民委員 11 名
行政委員 10 名

・環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）
工事現場見学

・合流式下水道の改善事業について
・都民委員・行政委員からの報告等
・台風 19 号による神田川流域の被害について
・その他（台風 19 号時の災害対応や被害の状

況について）

第
3
回

令和 2 年
10 月 20 日

書面開催
都民委員 15 名
行政委員 11 名

・令和２年度　主な河川工事予定箇所について
・委員からの報告事項
・第三回神田川上流懇談会書面開催までにお受

けした質問とその回答
　（１）コロナウイルスの調査
　（２）令和２年度の水防

第

4

回

令和 3 年
2 月 5 日

書面開催
都民委員 15 名
行政委員 11 名

・委員からの報告事項
・第四回神田川上流懇談会書面開催までにお受

けした質問とその回答
・第四回神田川上流懇談会書面開催までに作成

した資料（神田川今昔フォトブック見本版）
に対する意見

第

5

回

令和 3 年
9 月 27 日

書面開催
都民委員 15 名
行政委員 11 名

・第七期神田川上流懇談会設置要綱（改正案）
について

・令和 3 年度　主な河川工事予定箇所について
・令和３年８月 15 日豪雨における河川状況に

ついて
・委員からの報告事項
・第七期神田川上流懇談会（第 5 回）質問票で

お受けした質問の回答（令和３年 10 月 25 日）

第

6

回

令和 4 年
2 月 28 日

書面開催
都民委員 15 名
行政委員 11 名

・令和３年度　河川工事の現場状況について
・委員からの報告事項
・Web 会議の利用状況アンケート調査（都民

委員のみ配布）

第

7

回

令和 5 年
1 月 24 日
14:00 ～ 15:30

第三建設事務所
会議室（WEB 併用）

都民委員  7 名（対面）
　　　　　2 名（Web）
行政委員 1 名（対面）
　　　　　7 名（Web）

・第七期のまとめ
・第八期設置スケジュール
・委員からの報告事項
・三建管内で施工中の工事について

4 　 第七期神田川上流懇談会活動の経緯
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●設置要綱の承認、 座長・ 副座長の選出

　設置要綱の説明・承認後、座⾧には東京都第三建設
事務所工事第二課⾧が、副座⾧は都民委員から選出さ
れました。

●懇談会の行動計画について

　懇談会の行動計画について、事務局から以下の提案
がありました。

・第七期（令和元年度～３年度）は６回の開催を予
定している

・第１回に神田川・環状七号線地下調節池、第 2 回
に環状七号線地下広域調節池、第 3 回に和田堀公
園調節池、第４回に下高井戸調節池の視察を予定
している

・委員からの要望等があれば対応していく

●河川事業の概要について

　令和元年度の河川事業の概要について、第三建設事

令和元年度三建主要河川工事施工予定箇所図

務所から以下工事についての説明がありました。
・河川整備工事:神田川（その 154）（その 211）

／ 善 福 寺 川（ そ の 104・105）（ そ の 202・
203）／妙正寺川（その 202）（その 16）

・調節池工事:和田堀公園調節池／下高井戸調節
池／環状七号線地下広域調節池

●都民委員・ 行政委員から の報告等

　都民委員から以下のとおり活動報告がありました。
・平成 31 年 2 月、神田川上流懇談会都民委員有

志による神田川見学会・懇談会を実施した
・令和元年 10 月 5 ～ 6 日に「すぎなみエコ路地

フェスタ」を開催する
・河川愛護月間期間中、新宿西口と井の頭公園「か

わフェスタ」でパネル展示を行う

5 　 第七期神田川上流懇談会活動内容

第１ 回（ 令和元年 6  月 1 9  日） 対面会議開催および施設見学会
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都民委員から のご質問やご意見等に対する事務局や行政委員の回答（ 一部抜粋）

都民委員の質問・ 意見 事務局・ 行政委員の回答

　各委員の活動がネットワーク化して、連携し
た活動や勉強会などの機会も出てくると思うの
で、委員からの活動報告というのは非常にいい
ことだと思う。

　行政側からの情報提供が中心だったが、委員の方々の
活動を知るいい機会だと思うので、ぜひ発表していただ
けると有難いと考えている。

雨水の流入など下水道事業も関連してくるので、
下水道施設の見学や、下水道担当者の懇談会へ
の出席なども考えていただきたい。

　意見交換をしながら作っていく懇談会だと思うので、
そういうご要望があったということで対応できるように
していきたい。

　環状七号線地下広域調節池で、どこで水を川
に戻すのか。南へ勾配をつけているので、白子
川の水が神田川に出るということになるのか。

　各取水施設でポンプ排水を行うが、勾配がついている
ため、最終的には白子川で取った水が神田川の方まで来
ることになる。

第１ 回懇談会の様子

神田川・ 環状七号線地下調節池の見学

●神田川・ 環状七号線地下調節池の見学

　模型により、神田川・環状七号線地下調節池と善福
寺川取水施設ついて、構造や機能説明をした後、機械
棟の地下 43 ｍに下り、連絡管を 150 ｍ歩いて、直径

第七期神田川上流懇談会活動内容

12.5 ｍの大トンネル、神田川・環状七号線地下調節
池に到着、担当者から運用や維持管理などについて詳
しい説明がありました。

展示模型の解説
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●環状七号線地下広域調節池 ( 石神井川区間 ) 工事現

場見学

　工事現場（妙正寺川取水施設）脇の事務所内で、事
業内容・工事概要についてのビデオ上映があり、第三
建設事務所より現場見学の概要や注意点等の説明を受
け、スピーカー付きヘルメットを着用して工事現場内
へ移動。地上の設備や防護壁などについて説明を受け
た後、シールドマシンの上部付近まで立坑の階段を降
りていきました。

環状七号線地下広域調節池（ 石神井川区間 ) 概略図

事務所内でビデオ上映と 事前案内 ヘルメ ッ ト を 着用し て工事現場内へ

第七期神田川上流懇談会活動内容

第２ 回（ 令和元年 1 1  月 2 6  日） 対面会議開催および施設見学会

　立坑内で、シールドマシンの重量や組立期間、今後
の工事予定等の説明があり、シールドマシンは直進だ
けでなくカーブを描く必要があるため真ん中が折れ曲
がる構造であることや、１日約 9 ｍ、月約 180 ｍの
掘進が想定されているなどの話がありました。
　立坑掘削に用いたニューマチックケーソン工法等に
ついての説明の後、階段とエレベーターで地上部に上
がり、懇談会会場である野方区民活動センターに向か
いました。
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●合流式下水道の改善事業について

　下水道局から、合流式下水道の改善事業について、
以下の内容の説明がありました。

・合流式下水道と分流式下水道、それぞれの⾧所と
短所について

・合流式下水道の放流の仕組みについて
・合流式下水道を採用した経緯について
・汚水混じりの雨水の放流・越流への対策について
①越流前に水を貯める貯留施設の整備
②水再生センターでの高速濾過施設の導入
③雨水浸透施設の設置の推進
④ゴミが流れ出ないよう水面制御装置を設置
・オリンピック開催までに 140 万ｍ 3 整備すること

が目標

●都民委員・ 行政委員から の報告等

　事務局から以下のとおり報告がありました。
・第１回懇談会でご承認いただいた懇談会の設置要

項に文言の修正があったので最終版をお渡しした
・前回の懇談会の議事を懇談会ニュースとしてまと

めたので、内容をご確認いただき、修正等があれ
ば 12 月中旬を目途に事務局にご連絡いただきたい

　都民委員から以下のとおり活動報告がありました。
・2020 年 2 月 25 日から 28 日に中野区役所の入

口付近で、中野区の町名の今と昔というテーマで
パネル展示を行う

・事務局のご協力もいただき、江古田の森から江古
田川を通って妙正寺川第二調節池まで歩くフィー
ルドワークを実施した

・11 月 9 日に新宿区戸塚地域センターで「アユと
神田川」というテーマで神田川サミットを開催し
た

・「善福寺川を里川にカエル会」というグループに
よるカエルシンポという催しで、10 月 26 日に

階段を 降り て立坑内部へ シールド マシンの上部

第七期神田川上流懇談会活動内容

雨水をどう溜めたらいいかというワークショップ
を開催した

・年間４回、善福寺公園の遅野井川で子供たちと生
き物調査、水質調査、流速調査を行う「川調べ」
を 11 月 16 日に実施した

●その他

　台風 19 号時の流域の雨量や水位について、事務局
から以下のとおり報告がありました。

・台風 19 号でかなりの大雨が降り、神田川・環状
七号線地下調節池に貯留可能な水 54 万トンのう
ち約 9 割を取り込んで、治水効果を発揮した

・新宿、中野、善福寺川相生橋の雨量観測所の雨量
グラフでは、ほぼ同じように 8 時から 8 時半く
らいが一つ目、13 時くらいから 15 時半くらい
が二つ目、20 時から 21 時くらいが三つ目のピー
クになっていた

・1 時間最大雨量も各観測所ともほぼ同じで 37mm
から 38mm くらいだった

・水位周知河川に指定している善福寺川の西田端橋
の水位も、雨量と同様に朝・昼・夜の三つのピー
クがあって、夜の時間帯のピークには氾濫危険水
位まであと 10cm くらいまで迫っていたが、21
時以降ほぼ雨が止んでそれ以上水位は上がらな
かった

各区・各市の行政委員から、台風 19 号時の防災対
応や被害状況について報告がありました。主な内
容は以下のとおりです。

・河川の氾濫等の被害はなかったが、内水による床
下・床上浸水や道路冠水、家屋の一部損壊、倒木
などの被害があった

・土のうが不足してその対応に追われた
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都民委員から のご質問やご意見等に対する事務局や行政委員の回答（ 一部抜粋）

都民委員の質問・ 意見 事務局・ 行政委員の回答

　区との連携事業として浸透ますを設置すると
いうのは、具体的にどのように事業化されてい
るのか。

　都と区が連携して、宅地内の雨水浸透ますを設置する
際には助成が出るというような制度を設けて、雨水浸透
が進むような取り組みを行っている区がある。

　降水量は区や都の発表で把握して大体わかる
状況だが、下水量は測定して全体把握ができる
状況になっているのか。

　水再生センターに入ってくる水の量は計測して把握で
きているが、川へ出てしまった量は、７３７箇所の吐口
の全量を把握するのはかなり困難なため行っていない。

　分流式に替える予定があって工事をしている
のか。それとも合流式のままでいいという方針
なのか。

　埋設物が輻輳している道路状況や莫大な工事費用、住
民の負担など、いろいろ課題も多いため、現在は合流式
下水道を改善していくという方針を採っている。

　雨水浸透ますの助成制度の達成率はわかって
いるのか。小金井市は助成を受けずにギネスブッ
クに載るほどの設置率だ。制度の細かな仕様を
見直していただきたい。

　達成状況は都市整備局で把握している。予算の執行状
況では、設置はそれほど進んでいないというのが実情だ
と思う。小金井市では、行政が設置業者と連携して対策
を行っていると聞いている。そういう成功事例を広げて
いくことができれば、東京の水質も変わっていくのかな
と考えている。

　公共施設で、一時的に貯留して雨が止んでか
ら流すというような設備があれば効果が大きい
と思うが、そのような計画やこれからの展望は
どうか。

　学校など公的な施設に対しては、国で補助金を出した
り、建設局・下水道局・都市整備局等で協力して推進し
ようという取り組みは行っている。雨水が増えても下水
は一定量川に入っていくから、時間が経てば希釈されて
きれいになっていくという表現は誤解を招くのではない
か。

　神田川・環状七号線調節池で、取水のために
開けた時間と閉めた時間を知りたい。

　12 日土曜日の午後 3 時半頃から取り始めて、取り終え
たのが夜 11 時頃。西田畑橋の水位グラフで、夜 8 時～ 9
時くらいの山が終わった後、水位が下がっていったので
取り終えたという状況だ。

第 2 回懇談会の様子

第七期神田川上流懇談会活動内容



－ 11－

●令和 2 年度　 主な河川工事予定箇所

・神田川整備工事（新橋～寿橋）。本郷橋上下流の
護岸工事を実施しています。

・神田川整備工事（方南橋上流～神泉橋下流）。宮
前橋上下流の護岸整備を実施しています。

・善福寺川整備工事（済美橋より上流区間）。宮下
橋上流から大成橋下流の護岸整備を実施しています。

・善福寺川整備工事（西田橋上流～西田端橋下流）。
神通橋上流の護岸整備を実施しています。

・妙正寺川整備工事（下鷺橋～八幡橋）。丸山橋下
流の護岸整備を実施しています。

・妙正寺川整備工事（三谷橋～新昭栄橋）。新昭栄
橋下流の搬入路整備を実施しています。

神田川・ 環状七号線地下調節池の見学

第 3 回神田川上流懇談会書面開催までにお受けし た質問と その回答

都民委員の質問・ 意見 事務局・ 行政委員の回答

　降雨時に合流式下水道を介
してコロナウイルスが河川に
流入する可能性はあるか。

　東京都下水道局では「下水中の新型コロナウイルスの分析に向けた対応に
ついて」にてサンプルを採取し学会と協働して調査していく取り組みを行う
旨、HP に掲載しています。東京都建設局とては、流入しているかどうかま
での確認は行っておりません。なお、以前に他県の下水中に新型コロナウイ
ルスが検出されたとニュースで取り上げられたことと記憶しています。

　河川でコロナウイルス検出
調査をしているか。

　建設局では調査をしておりません。

　今年度の調節池の流入実績
を知りたい。

　今年度、第三建設事務所では七回水防態勢をとっています。うち一回のみ
調節池にて流入しております。7 月 23 日（木）妙正寺川上高田調節池（中
野区上高田 5 丁目）11,000 ｍ 3、北江古田調節池【中野区管理】（中野区江
古田 3 丁目）5,700 ｍ 3 です。

第 3 回（ 令和 2 年 1 0 月 2 0  日） 書面開催

・和田堀公園調節池事業。時間七十五ミリ対応施設
として治水安全度の向上を図っていきます。

・下高井戸調節池事業。搬出入路整備に引き続き、
調節池本体工事を実施しています

・環状七号線地下広域調節池事業。白子川地下調節池
と神田川・環状七号線地下調節池を連結する工事を
行っています。

●委員から の報告事項

　団体委員（神田川ネットワーク）から、「神田川ネッ
トワークでは毎年、「全国身近な水辺調査」に参加して
います。今年も三十二か所、実施いたしましたので、
情報を提供させていただきます。」と報告がありました。

第七期神田川上流懇談会活動内容
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●委員から の報告事項

　都民委員が所属している 2 つの団体の活動報告があ
りました。

①遅野井川かっぱの会
　「遅野井川かっぱの会」は、都立善福寺公園内
を流れる遅野井川（正式名 遅野井川親水施設）
の生き物や水の流れを守る集まりで川の管理運
営する協定を杉並区と結んでいる任意団体です。
児童参加の川調査「川しらべ」を年 4 回、「かっ
ぱかべしんぶん」を公園内の掲示板に隔月で掲
載しています。

第 4 回神田川上流懇談会書面開催までにお受けし た質問と その回答

都民委員の質問・ 意見 事務局・ 行政委員の回答

　2020 年 10 月に調布市で発生した市道陥没と
東京外環道の大深度トンネル工事との因果関係
を東日本高速道路が認めました。大深度利用は
外環道に限らず、東京都でも様ざまな事業が行
われており、東京都として大深度利用現場の上
部地層、地上部での安全性をどのように確認し
ていく予定ですか。

　大深度で行う工事としては、環状七号線地下広域調節
池（石神井川区間）工事があげられます。地上への安全
性の確認としては、一定の間隔で道路高さを計測し、沈
下等の確認を行う予定です。また、工事の影響を受ける
可能性がある範囲の家屋を対象に、事前に工事の説明会
を開催するとともに、希望者に家屋調査を行います。

第四回神田川上流懇談会書面開催までにお受けし た「 神田川今昔フ ォ ト ブッ ク 」 への意見

都民委員・ 行政委員の意見 事務局の回答

　タイトルを『神田川の橋　今と昔』とし、表
紙の写真は「大正時代の水門橋」と「聖橋」の
2 点を採用したらどうか。

　タイトルについては、神田川を対象としたフォトブッ
クであるため、橋に限定される表現は適切でないと考え
ています。

　表紙に「神田川上流懇談会」と著作権者（作者）
を掲載したらどうか。

　連絡先も含め裏面に掲載されているため不要と考えて
います。

　掲載する写真については、「水門橋」「佃橋」「池
袋橋」「寿橋」「栄橋」「新橋」「花見橋」「淀橋」「神
高橋」「小滝橋」「面影橋」「お茶ノ水橋」の 12
橋ではどうか。

　写真が粗いこと、川の様子がわからないもの等、利用
が難しい写真以外で、採用可能なものを選出しています。

　できるだけ橋の由来や撮影当時の様子などを
コメントに加えたらどうか。

　コメントを加える場合は、すべての箇所に行う必要が
あると考えており、このため、今回の限られた製作時間
内ではコメントを加えることは難しいと判断しています。

第 4 回（ 令和 3 年 2  月 5  日） 書面開催

②善福寺川を里川にカエル会
　「善福寺川を里川にカエル会」は、善福寺川が
地域から愛される、多様な生物（人間も含む）
が住める川（里川）にかえるためのさまざまな
取り組みをしている市民団体です。
　毎月定例会議を開催しているほか、遅野井川
浸水施設（都立善福寺公園）で行われたイベン
ト「水辺で乾杯 2020（ミズベリング）」の運営や、
善福寺川緑地公園で行われたパネル展示や善福
寺川流域さんぽ（お散歩の会とコラボ）への参加、
オンラインで行われた「グリーンインフラ・ネッ
トワーク・ジャパン全国大会」への参加など幅
広く活動しています。

第七期神田川上流懇談会活動内容
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都民委員・ 行政委員の意見 事務局の回答

　神田川上流懇談会では神田川、善福寺川、妙
正寺川、江古田川が対象河川だが、桃園川緑道
を「昔」の河川の記憶として加えてはどうか。
都市化近代化の過程で河川を下水道に転用した
事実も神田川の履歴の一部として紹介したい。

　桃園川の古い写真が現在ないこと、また神田川を対象
としたフォトブックであるため、今回の製作期間内での
対応は困難です。また、行政委員からのご意見も踏まえ、
今後のフォトブックのあり方については、委員の意向を
確認しながら必要に応じて進めてまいります。

　2020 年 2 月に中野区役所で開催された「中野
区パネル展」のなかで『神田川の今と昔を歩く』
が分かりやすかったので、この要素を本冊子に
取り入れたらどうか。

　対応できるところについて、対応します。

　冊子サイズは、持ち運びに便利なハンディタ
イプが望ましく、見本のサイズは、適正だと思う。

　A5 サイズで製作します。

　神田川の概要をもう少し書き加えたらどうか。 　神田川流域図のページに書き加えます。　

　写真撮影のポイントを起点から○○ｋｍ地点
と表記したらどうか。（行政委員）

　起点から延⾧を落とした正確な資料が現状ないため、
今回の冊子では対応しませんでしたが、今後委員の意向
を確認しながら必要に応じ対応していきます。

　散策時の注意事項として、交通マナー等を書
き加えたらどうか。（行政委員）

 今回の冊子では考えていませんが、今後委員の意向を確
認しながら必要に応じて対応していきます。

　全体的に「たまリバー 50 キロ」等のようなイ
メージにしたら、利用者が親しみやすいと思う。

（行政委員）

　今回は写真をメインとした冊子としています。どこま
で対応できるかどうかも含め、今後委員の意向を確認し
ながら必要に応じて対応していきます。

第七期神田川上流懇談会活動内容
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●事務局から の報告事項

　任期の延⾧について、委員の過半数の同意をいた
だき、第七期における委員の任期を 3 年から 4 年
に 1 年間延⾧しました。任期延⾧に伴い、設置要
綱の第３（構成）の３を改定します。

●令和 3 年度　 主な河川工事予定箇所

・神田川整備工事（新橋～寿橋）。平成十九年度か
ら護岸工事に着手し、令和三年度は本郷橋上流
の護岸工事を実施しています。

・神田川整備工事（方南橋上流～神泉橋下流）。令
和三年度は、引き続き宮前橋の架替を含む宮前橋
上下流の護岸工事を実施しており、今後、栄泉橋
上流までの管理用通路整備に着手する予定です。

・善福寺川整備工事（済美橋より上流区間）。令和
三年度は、宮下橋上流から大成橋下流の護岸整
備を実施しています。

・善福寺川整備工事（西田橋上流～西田端橋下流）。
令和三年度は、神通橋上下流の護岸整備を実施
しています。

・妙正寺川整備工事（下鷺橋～八幡橋）。令和三年
度は、丸山橋の架替を含む丸山橋上流の護岸整

第５ 回（ 令和 3 年９ 月 2 7  日） 書面開催

備を実施しています。また、八幡橋下流の護岸
工事にも着手する予定です。

 ・妙正寺川整備工事（三谷橋～新昭栄橋）。令和三
年度は、新昭栄橋下流の搬入路整備を実施して
います。

・和田堀公園調節池事業。公園計画に合わせて、
和田堀第二・第三調節池を統合・拡張しました。
令和三年八月末現在は、調節池工事、護岸工事
を施工しており、橋梁工事は完了しました。

・下高井戸調節池事業。都市計画下高井戸公園内に
地下調節池を整備しています。令和三年度は、引
き続き調節池本体工事を実施しています。本体工
事完了後は、付随する機械設備等の工事を行い、
令和六年度末に取水開始を予定しています。

・環状七号線地下広域調節池事業。白子川地下調
節池と神田川・環状七号線地下調節池を連結す
る工事を行っています。令和三年度は、トンネ
ル内の維持管理（清掃作業など）を効率的に行
うため、換気設備を設置する必要があり、梅里
換気塔および神田取水施設の換気設備工事に着
手していきます。

第七期神田川上流懇談会活動内容
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第七期神田川上流懇談会（ 第 5 回） 質問票でお受けし た質問の回答

都民委員の質問・ 意見 事務局・ 行政委員の回答

　当時河川の増水状況をサイレンで知らせてい
ました。ネットでライブカメラを見て大変参考
になりましたが区管轄のカメラは写真で臨場感
が全く感じられませんでした。
　都の補助でリアルタイムのムービーにして頂
けるとうれしいですね。
　リアルタイム情報だと状況判断が正確で避難
などの対応がスムーズに行えるのでは無いかと
思われました。

　引き続き都と区とが連携して、都民にわかりやすい情
報の提供に努めていきます。
　なお、東京都水防災総合情報システム（HP）では、第
三建設事務所管内の６箇所（南小滝橋・和田見橋・番屋橋・
西田端橋・千歳橋・鷺盛橋）のライブカメラ映像の公開
をしていますが、今後更にカメラの設置、公開していく
ことを検討しています。

　神田川・環状七号線地下調節池では 8 月 15
日に約 20 万ｍ 3 の取水を行い、その量は調節池
容量の約 38% ということでしたが、こうした状
況は数値どおりまだかなり余裕があったと考え
てよろしいでしょうか。

　神田川・環状七号線地下調節池の容量は 54 万ｍ 3 で
すので、数字だけを見た場合は、ご質問のとおりまだか
なり余裕があったという事になります。
しかし、雨の降り方は、そのエリアや強度、時間など様々
であり、調節池の容量に余裕があったからといって、一
概に安全だとは言えない事をご理解していただければと
思います。

　（懇談会の開催）第５・２の適用で近々の懇談
会開催を希望いたします。

　貴重なご意見誠にありがとうございます。
　今年度二回目の神田川上流懇談会を早く開催できるよ
うに準備をいたしますので、よろしくお願いいたします。

●委員から の報告事項

　 ■行政委員からの報告
　第三建設事務所管内では、総雨量で 270 ミリメー
トルを超える降雨を記録しましたが、その降雨は神
田川及び善福寺川流域が中心でした。
　その結果、善福寺川の西田端橋水位観測所におい
ては、15 日の午前五時五十五分頃に、護岸天端ま
で 48 センチメートルというところまで河川水位が
上昇しました。しかし、降雨が弱まったこともあり、
その後河川水位は低下しました。
　また今回の降雨では、神田川・環状七号線地下調
節池と上高田調節池で洪水の取水を行いました。

　■都民委員からの報告
　都民委員が所属している団体（神田川ネットワー
ク）の活動報告がありました。

・2008 年に出版した「神田川再発見」の再編作業
に取り組んでいます。神田川をはじめ、善福寺
川、妙正寺川、江古田川、・・・日本橋川・亀島川、
暗渠になった井草川、桃園川等も再踏査してい
きます。

・第 18 回身近な水環境の全国一斉調査に参加し、
32 地点の検査を行いました。

・「水都東京・未来会議」に参加し、首都東京の水
辺再編に向けて、学識経験者、事業者、市民が
連携して活動を行っています。９月５日、ミニ
天馬船プロジェクト 2021 が実施した、聖橋か
ら万世橋までをミニ天馬船を走らせて競争する

「ミニ天馬船タイムトライアル」に参加しました。
・井の頭自然再生協議会に参加しました。
・流域で活動している河川の市民団体と情報を共

有しながら活動しました。

第七期神田川上流懇談会活動内容
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●令和３ 年度河川工事の現場状況について

・神田川整備工事（その 156）その２。令和３年
度に行っている工事の様子を平面図と写真で伝
えています。

・神田川整備工事（その 211）。令和３年度に行って
いる工事の様子を平面図と写真で伝えています。

・善福寺川整備工事（その 104 － 3）。令和３年度
に行っている工事の様子を平面図と写真で伝え
ています。

・善福寺川整備工事（その 106）。令和３年度に行っ
ている工事現場の臨場感を伝えるために Web サ
イトで 360°写真を公開しています。

・善福寺川整備工事（その 205）。令和３年度に行っ
ている工事の様子を平面図と写真で伝えています。

下高井戸調節池 360°写真 善福寺川整備工事（その 106）360°写真

第６ 回（ 令和４ 年２ 月 2 8  日） 書面開催

・妙正寺川６ 整備工事（その１６）。令和３年度に
行っている工事の様子を平面図と写真で伝えて
います。

・妙正寺川整備工事（そ の 202 －３）その２。令
和３年度に行っている工事の様子を平面図と写
真で伝えています。

・下高井戸調節池工事。令和３年度に行っている
工事現場の臨場感を伝えるために Web サイトで
360°写真を公開しています。

・和田堀公園調節池工事その２。令和３年度に行っ
ている工事の様子を写真で伝えています。

・環状七号線地下広域調節池工事。令和３年度に
行っている工事の様子を写真で伝えています。

第七期神田川上流懇談会活動内容
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●委員から の報告事項

　 ■行政委員からの報告
　行政委員（建設局河川部計画課）から「神田川

流域河川整備計画」の変更についての報告があ
りました。

○概要

　　都では、平成 22 年 11 月に、「神田川流域河
川整備計画」を策定しました。平成 28 年 3 月
に変更しましたが、今回、新規調節池の検討状
況等を踏まえて、再度変更を行っていく予定で
す。

○今後の予定

　　変更に当たっては、河川法に基づく流域住民
への意見聴取（パブリックコメント）を実施し、
専門家委員会の開催、流域区市などへの意見照
会を経て、策定・公表します。なお、神田川上
流懇談会委員（都民委員）の皆様には、パブリッ
クコメント前に「神田川流域河川整備計画」の
変更に関する内容を提示させていただき、御意
見をいただきたいと思います。

　■都民委員からの報告
　都民委員が所属している団体（善福寺川を里川

にカエル会）の活動報告がありました。

・善福川八幡西橋付近で水質、生物などの調査を
2021 年１月から 2022 年１月までに 10 回行い
ました。

・2020年12月26～27に中部流域連携ネットワー
ク（主催）のオンライン特別企画ゆく川・くる
川川談義」オンラインイベントに参加しました。

・2021 年１月 10 日と 2022 年１月 21 日の「川
ガキ復活講座」(NPO 法人すぎなみ環境ネット
ワーク主催）に参加しました。

・2021 年３月５～７日の 「まちはく 2021」杉並
区立産業商工会議主催にチラシ参加しました。

・2021 年５月 30 日に「川しらべ＋川あるきワー
クショップ」を西荻地域区民センターで開催し
ました。

 ・2021 年６月 27 日に「川歩き＋川あるきワーク
ショップ」を善福寺川緑地公園で開催しました。

 ・2021 かんきょう講演会＂守ろう、育てよう、
善福寺川の自然＂第１回９月 11 日、 第２回 10
月 16 日に企画協力しました。

 ・2021 年 10 月 31 日、和田堀公園で開催された
「善福寺川しらべ」イベント『善福寺川発見』に
パネル展示の参加をしました。

・2021 年 12 月 18 日、「善福寺川を里川にカエル
会」発足１０周年記念シンポジウムをオンライ
ンで開催しました。

第七期神田川上流懇談会活動内容
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第七期神田川上流懇談会活動内容

●第七期活動報告記録（ 案） について

・令和元年６月に開催された神田川上流懇談会第
七期第１回から令和４年２月に開催された第６
回までの活動を取りまとめたものです。今後、
第７回上流懇談会の内容を加え、第７期の神田
川上流懇談会の活動記録としてとりまとめます。

●第八期設置スケジュ ール・ 委員継続意思確認書について

・神田川上流懇談会第八期の設置スケジュールとし
て、新規委員募集に関して、区市報への掲載、委
員選考から通知までの日程と、現委員に対して継
続意思を確認する資料です。

●委員から の報告事項

・団体委員（神田川ネットワーク）より、活動報告と
して、以下の内容が報告されました。（事務局が代読）

　①亀島川まつり 主催者「水都東京・未来会議」の
一員として参加

　②「雨水をためる」勉強会を主催した
　　　講師:神谷 博氏
　③「隅田川クリーン大作戦」に参加協力
　④東京都水防資料館にて講師を担当
　⑤すぎなみエコ路地フェスタで展示を行う 実行委員

会に参加
　⑥「善福寺川フォーラム」 都立善福寺公園下池で

展示 実行委員会に参加

・都民委員より、神田川の水質調査について神田
川ネットワークを通して報告していると報告が
ありました。（事務局が代読）

第 7 回（ 令和 5 年１ 月2 4 日）「 Z oom  M eetin g s 」 を用いた W EB および対面会議開催

・都民委員（善福寺川を里川にカエル会＆善福寺
川フォーラム実行委員会　所属）より、活動報

・都民委員より、武蔵野市水の学校サポーターズ・
サロン活動状況について以下の内容が報告され
ました。

告として、以下の内容が報告されました。
　①かんきょう講演会
　②善福寺川発見（イベント協賛）
　③善福寺川発見 流域さんぽ
　④善福寺川フォーラム 2022
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第七期神田川上流懇談会活動内容

　①「むさしの環境フェスタ in SUMMER」に参加
　②むさしのエコ re ゾート来館者アンケート結果

を活用し、関連する資料の展示等

令和５ 年１ 月 24 日現在の第三建設事務所管内の施工状況

●第三建設事務所管内で施工中の工事情報

・事務局より、第三建設事務所間で行われている
施工中の工事について、情報提供されました。

　①妙正寺川整備工事（その 202-4）。丸山橋付近

の護岸整備を実施しています。
　②善福寺川整備工事に伴う管理用通路整備工事

（宮下橋から御供米橋）。管理用通路の整備工事
を実施しています。

　③善福寺川整備工事（その 205）。神通橋付近の
護岸整備を実施しています。

　④神田川整備工事（その 212）。宮前橋上流の護
岸整備を実施しています。

　⑤環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工
事。神田川・環状七号線地下調節池と白子川地
下調節池を連結するため、環状七号線と目白通
りの地下に内径 12.5m、延⾧約 5.4km のト
ンネル式の調節池を整備します。令和４年６月
に約 160m の初期掘進を終了し、本掘進に向
けた段取り替えを行い、令和５年１月から本掘
進を進めています。

　⑥和田堀公園調節池関連工事。取水施設、排水設
備、監視制御設備、公園復旧等の工事を実施し
ています。

　⑦下高井戸調節池工事。神田川では大雨・洪水に
対処する治水対策を進めており、その一環とし
て区立下高井戸おおぞら公園の地下に貯留量
約 30,000m3 の下高井戸調節池を整備します。
引き続き、調節池本体工事を実施しています。
き、調節池本体工事を実施しています。
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第七回神田川上流懇談会での質疑応答

都民委員の質問・ 意見 事務局・ 行政委員の回答

　善福寺川の宮下橋の辺りでイベントが毎年行
われていて、工事が行われる前には、子どもた
ちが川に入られるようになっていましたが、こ
の工事が始まってできなくなりました。こちら
に川に降りられる階段が２カ所できますが、い
つから使えるようになりますか。

　善福寺川の宮下橋、八幡橋、御供米橋付近において、
平成２４年から工事してきましたが、今年の５月頃に工
事が終わる予定です。工事完了後は、開放して歩いてい
ただけるようになります。
　また、八幡橋のすぐ上流付近に川へ降りられる階段を
以前と同様に設置しました。杉並区が管理者となります
ので、階段の開放については、杉並区とご相談していた
だければと思います。

　神田川は一つの景観だと思いますが、治水と
いう観点から同じような整備形態になると思い
ますが、神田川の 50 年後、100 年後考えると、
同じような形態で整備していいのかと思うので、
提案をしていく必要があると思います。

　一例ではありますが、善福寺川の宮下橋から御供米橋
間の整備については、地元の意見踏まえて、石積護岸な
どの湧水を遮断しないような護岸構造を採用するなど、
自然の水循環（自然環境）および生態系や景観等に配慮
して行っています。
　ただ、行政としても洪水対策との両立を行う必要があ
るため、皆様からのご意見をいただきながら、改善でき
ることはしていきたいと思います。

　和田堀公園調節池ですが、この計画を作ると
きにずいぶんと意見交換させていただいたので、
出来上がるのを楽しみにしていますが、実際に
大雨が降ったときなど、既に使用しているので
すか。

　令和３年度末から、川から水が取り込めるようになっ
ており、洪水時に水位上昇した際は、取水（水を貯める
こと）ができるよう機能しています。
　今後、斜面の滑りがないよう補強を行うとともに、機
械設備、電気設備等を１年少しかけて実施していきます。

　和田堀公園調節池に川の水が入ってきた後、
出ていって、その後は消毒とかはされているの
ですか。

　消毒が必要かどうかというのは、これから管理者にな
る公園や区と調整しているところです。
　第三建設事務所では、排水および池の水を空にするた
めの施設を整備しています。

　善福寺川の取水施設を見学させてもらい参考
になりましたので、施設の見学会をできるだけ
多くして、みんなに川のことや安全についても
知らせるっていうことも大切だと思います。

　神田川・環状七号線地下調節池の施設見学は、昨年よ
り一般の見学を再開しております。
　なお、第三建設事務所のホームページに申込みフォー
ムが記載されており、一人からでも申込みできます。ぜ
ひ、周りの方々にも、教えていただければと思います。

第七期神田川上流懇談会活動内容
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—  参考資料 —

神田川上流懇談会ニュース第四十四号（第七期第一号）

神田川上流懇談会ニュース第四十五号（第七期第二号）

神田川上流懇談会ニュース第四十六号（第七期第三号）

神田川上流懇談会ニュース第四十七号（第七期第四号）

神田川上流懇談会ニュース第四十八号（第七期第五号）

神田川上流懇談会ニュース第四十九号（第七期第六号）

神田川上流懇談会ニュース第五十号     （第七期第六号）
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参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第四十四号（第七期第一号）1/2
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参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第四十四号（第七期第一号）2/2
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参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第四十五号（第七期第二号）1/2
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参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第四十五号（第七期第二号）2/2
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参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第四十六号（第七期第三号）
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参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第四十七号（第七期第四号）
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参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第四十八号（第七期第五号）1/2
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し

た
� 送

付
資
料
は
�
①
第
七
期
神
田
川
上
流
懇
談
会
設
置
要
綱
�
改
正

案
�
�
②
令
和
３
年
度 
主
な
河
川
工
事
予
定
箇
所
�
③
令
和
３
年
８

月
１
５
日
豪
雨
に
お
け
る
河
川
状
況
�
④
委
員
か
ら
の
報
告
事
項
�

⑤
第
七
期
神
田
川
上
流
懇
談
会
活
動
報
告
記
録
�
第
１
回
か
ら
第
４

回
�
�
⑥
第
七
期
神
田
川
上
流
懇
談
会
設
置
要
綱
�
改
正
案
�
に
対
す

る
回
答
票
で
す
� 

資
料
に
つ
い
て
の
確
認
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
�
添
付
の

質
問
票
で
事
務
局
に
送
付
と
い
う
形
式
で
す
� 

 

■
配
布
し
た
協
議
資
料
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
す
� 

①①
第第
七七
期期
神神
田田
川川
上上
流流
懇懇
談談
会会
設設
置置
要要
綱綱
��
改改
正正
案案
��  

任
期
の
延
長
に
つ
い
て
�
委
員
の
過
半
数
の
同
意
を
い
た
だ
き
�

第
七
期
に
お
け
る
委
員
の
任
期
を
三
年
か
ら
四
年
に
一
年
間
延
長

い
た
し
ま
し
た
�
任
期
延
長
に
伴
い
�
設
置
要
綱
の
第
３
�
構
成
�

の
３
を
改
訂
い
た
し
ま
す
� 

②②
令令
和和
３３
年年
度度  

主主
なな
河河
川川
工工
事事
予予
定定
箇箇
所所  

令
和
３
年
度
の
主
な
河
川
工
事
予
定
箇
所
は
九
箇
所
で
す
� 

一
�
神
田
川
整
備
工
事
�
新
橋
�
寿
橋
�
�
平
成
十
九
年
度
か
ら

護
岸
工
事
に
着
手
し
�
令
和
三
年
度
は
本
郷
橋
上
流
の
護
岸
工
事

を
実
施
し
て
い
ま
す
� 

二
�
神
田
川
整
備
工
事
�
方
南
橋
上
流
�
神
泉
橋
下
流
�
�
令
和

三
年
度
は
�
引
き
続
き
宮
前
橋
の
架
替
を
含
む
宮
前
橋
上
下
流
の

護
岸
工
事
を
実
施
し
て
お
り
�
今
後
�
栄
泉
橋
上
流
ま
で
の
管
理

用
通
路
整
備
に
着
手
す
る
予
定
で
す
� 

三
�
善
福
寺
川
整
備
工
事
�
済
美
橋
よ
り
上
流
区
間
�
�
令
和
三

年
度
は
�
宮
下
橋
上
流
か
ら
大
成
橋
下
流
の
護
岸
整
備
を
実
施
し

て
い
ま
す
� 

四
�
善
福
寺
川
整
備
工
事
�
西
田
橋
上
流
�
西
田
端
橋
下
流
�
�

令
和
三
年
度
は
�
神
通
橋
上
下
流
の
護
岸
整
備
を
実
施
し
て
い
ま

す
� 

五
�
妙
正
寺
川
整
備
工
事
�
下
鷺
橋
�
八
幡
橋
�
�
令
和
三
年
度

は
�
丸
山
橋
の
架
替
を
含
む
丸
山
橋
上
流
の
護
岸
整
備
を
実
施
し

て
い
ま
す
�
ま
た
�
八
幡
橋
下
流
の
護
岸
工
事
に
も
着
手
す
る
予

定
で
す
� 

 

六
�
妙
正
寺
川
整
備
工
事
�
三
谷
橋
�
新
昭
栄
橋
�
�
令
和
三
年

度
は
�
新
昭
栄
橋
下
流
の
搬
入
路
整
備
を
実
施
し
て
い
ま
す
� 

七
�
和
田
堀
公
園
調
節
池
事
業
�
公
園
計
画
に
合
わ
せ
て
�
和

田
堀
第
二
・
第
三
調
節
池
を
統
合
・
拡
張
し
て
い
き
ま
す
�
令
和

三
年
八
月
末
現
在
は
�
調
節
池
工
事
�
護
岸
工
事
を
施
工
し
て
お

り
�
橋
梁
工
事
は
完
了
い
た
し
ま
し
た
� 

八
�
下
高
井
戸
調
節
池
事
業
�
都
市
計
画
下
高
井
戸
公
園
内
に

地
下
調
節
池
を
整
備
し
て
い
ま
す
�
令
和
三
年
度
は
�
引
き
続
き

調
節
池
本
体
工
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
�
本
体
工
事
完
了
後
は
�

付
随
す
る
機
械
設
備
等
の
工
事
を
行
い
�
令
和
六
年
度
末
に
取
水

開
始
を
予
定
し
て
い
ま
す
� 

九
�
環
状
七
号
線
地
下
広
域
調
節
池
事
業
�
白
子
川
地
下
調
節

池
と
神
田
川
・
環
状
七
号
線
地
下
調
節
池
を
連
結
す
る
工
事
を
行

�
て
い
ま
す
�
令
和
三
年
度
は
�
ト
ン
ネ
ル
内
の
維
持
管
理
�
清

掃
作
業
な
ど
�
を
効
率
的
に
行
う
た
め
�
換
気
設
備
を
設
置
す
る

必
要
が
あ
り
�
梅
里
換
気
塔
お
よ
び
神
田
取
水
施
設
の
換
気
設
備

工
事
に
着
手
し
て
い
き
ま
す
� 

 ③③
令令
和和
３３
年年
８８
月月
１１
５５
日日
豪豪
雨雨
にに
おお
けけ
るる
河河
川川
状状
況況  

第
三
建
設
事
務
所
管
内
で
は
�
総
雨
量
で
二
七
〇
ミ
リ
メ
�
ト

ル
を
超
え
る
降
雨
を
記
録
し
ま
し
た
が
�
そ
の
降
雨
は
神
田
川
及

び
善
福
寺
川
流
域
が
中
心
で
し
た
� 

そ
の
結
果
�
善
福
寺
川
の
西
田
端
橋
水
位
観
測
所
に
お
い
て
は
�

１
５
日
の
午
前
五
時
五
十
五
分
頃
に
�
護
岸
天
端
ま
で
四
十
八
セ

ン
チ
メ
�
ト
ル
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
河
川
水
位
が
上
昇
し
ま
し
た
�

し
か
し
�
降
雨
が
弱
ま
�
た
こ
と
も
あ
り
�
そ
の
後
河
川
水
位
は

低
下
し
ま
し
た
� 

ま
た
今
回
の
降
雨
で
は
�
神
田
川
・
環
状
七
号
線
地
下
調
節
池

と
上
高
田
調
節
池
で
洪
水
の
取
水
を
行
い
ま
し
た
� 

 

④④
委委
員員
かか
らら
のの
報報
告告
事事
項項  

都
民
委
員
が
所
属
し
て
い
る
団
体
�
神
田
川
ネ
�
ト
ワ
�
ク
�

の
活
動
報
告
が
あ
り
ま
し
た
� 

神
田
川
上
流
懇
談
会
ニ
�
�
ス
�
案
� 

第
四
十
八
号
�
第
七
期
第
五
号
�  
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神神田田 川川 上上 流流 懇懇 談談 会会 ニニ ュュ ーー スス   
令令和和３３ 年年９９ 月月 2277 日日  第第 4488 号号  

  

一
� 

二
〇
〇
八
年
に
出
版
し
た
�
神
田
川
再
発
見
�
の
再
編
作

業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
�
神
田
川
を
は
じ
め
�
善
福
寺

川
�
妙
正
寺
川
�
江
古
田
川
�・
・
・
日
本
橋
川
・
亀
島
川
�

暗
渠
に
な
�
た
井
草
川
�
桃
園
川
等
も
再
踏
査
し
て
い
き

ま
す
� 

二
�
第
１
８
回
身
近
な
水
環
境
の
全
国
㇐
⻫
調
査
に
参
加
し
�

三
十
二
地
点
の
検
査
を
行
い
ま
し
た
� 

 

三
��
水
都
東
京
・
未
来
会
議
�
に
参
加
し
�
首
都
東
京
の
水
辺

再
編
に
向
け
て
�
学
識
経
験
者
�
事
業
者
�
市
民
が
連
携
し
て
活

動
を
行
�
て
い
ま
す
�
九
月
五
日
�
ミ
ニ
天
馬
船
プ
ロ
ジ
�
ク
ト

２
０
２
１
が
実
施
し
た
�
聖
橋
か
ら
万
世
橋
ま
で
を
ミ
ニ
天
馬
船

を
走
ら
せ
て
競
争
す
る
�
ミ
ニ
天
馬
船
タ
イ
ム
ト
ラ
イ
ア
ル
�
に

参
加
し
ま
し
た
� 

四
�
井
の
頭
自
然
再
生
協
議
会
に
参
加
し
ま
し
た
� 

五
�
流
域
で
活
動
し
て
い
る
河
川
の
市
民
団
体
と
情
報
を
共
有

し
な
が
ら
活
動
し
ま
し
た
� 

 ■■
第第
七七
期期
神神
田田
川川
上上
流流
懇懇
談談
会会
��
第第
五五
回回
��
質質
問問
票票
でで
おお
受受
けけ

しし
たた
質質
問問
のの
回回
答答  

資
料
�
令
和
３
年
８
月
の
大
雨
時
に
お
け
る
雨
量
や
水
位
等
に
関

し
て
� 

 

当
時
河
川
の
増
水
状
況
を
サ
イ
レ
ン
で
知
ら
せ
て
い
ま
し
た
�

ネ
�
ト
で
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
を
見
て
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た

が
区
管
轄
の
カ
メ
ラ
は
写
真
で
臨
場
感
が
全
く
感
じ
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
� 

都
の
補
助
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
ム
�
ビ
�
に
し
て
頂
け
る
と

う
れ
し
い
で
す
ね
� 

リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
だ
と
状
況
判
断
が
正
確
で
避
難
な
ど
の

対
応
が
ス
ム
�
ズ
に
行
え
る
の
で
は
無
い
か
と
思
わ
れ
ま
し

た
� 

 

※
引
き
続
き
都
と
区
と
が
連
携
し
て
�
都
民
に
わ
か
り
や
す
い
情
報

の
提
供
に
努
め
て
い
き
ま
す
� 

な
お
�
東
京
都
水
防
災
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
�H

P

�
で
は
�
第
三

建
設
事
務
所
管
内
の
６
箇
所
�
南
小
滝
橋
・
和
田
見
橋
・
番
屋
橋
・

西
田
端
橋
・
千
歳
橋
・
鷺
盛
橋
�
の
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
映
像
の
公
開
を

し
て
お
り
ま
す
が
�
今
後
更
に
カ
メ
ラ
の
設
置
�
公
開
し
て
い
く
こ

と
を
検
討
し
て
い
ま
す
� 

 

神
田
川
・
環
状
七
号
線
地
下
調
節
池
で
は
八
月
十
五
日
約
二
十

万
ト
ン
の
取
水
を
行
い
�
そ
の
量
は
調
節
池
容
量
の
約
三
十

八%

と
い
う
こ
と
で
し
た
が
�
こ
う
し
た
状
況
は
数
値
ど
お
り

ま
だ
か
な
り
余
裕
が
あ
�
た
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
で
し
�
う

か
� 

 

※
神
田
川
・
環
状
七
号
線
地
下
調
節
池
の
容
量
は
五
十
四
万
ト
ン
で

す
の
で
�
数
字
だ
け
を
見
た
場
合
は
�
ご
質
問
の
と
お
り
ま
だ
か
な

り
余
裕
が
あ
�
た
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
� 

し
か
し
�
雨
の
降
り
方
は
�
そ
の
エ
リ
ア
や
強
度
�
時
間
な
ど
様
々

で
あ
り
�
調
節
池
の
容
量
に
余
裕
が
あ
�
た
か
ら
と
い
�
て
�
一
概

に
安
全
だ
と
は
言
え
な
い
事
を
ご
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
� 

 

�
懇
談
会
の
開
催
�
第
５
・
２
の
適
用
で
近
々
の
懇
談
会
開
催

を
希
望
い
た
し
ま
す
� 

 

※
貴
重
な
ご
意
見
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
� 

今
年
度
二
回
目
の
神
田
川
上
流
懇
談
会
を
早
く
開
催
で
き
る
よ
う

に
準
備
を
い
た
し
ま
す
の
で
�
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
� 

  

                                      

 

編
集･

発
行 

神
田
川
上
流
懇
談
会
事
務
局 

 

�
東
京
都
第
三
建
設
事
務
所 

工
事
第
二
課
内
� 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話 
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７
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神神 田田 川川 上上 流流 懇懇 談談 会会 ニニ ュュ ーー スス   

令令和和４４ 年年２２ 月 28 日 第 49 号  

       
第
七
期
神
田
川
上
流
懇
談
会
（
第
６
回
）
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
を
鑑
み
、
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

（
月
）
に
協
議
資
料
を
委
員
の
皆
さ
ま
に
送
付
し
、
書
面
開
催
と

し
ま
し
た
。 

送
付
資
料
は
、
①
令
和
３
年
度
河
川
工
事
の
現
場
状
況
に
つ
い

て
、
②
委
員
か
ら
の
報
告
事
項
、
③
神
田
川
上
流
懇
談
会
ニ
ュ
ー

ス
第
４
８
号
（
七
期
第
５
号
）
、
④
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
の
利
用
状
況
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
（
都
民
委
員
の
み
配
布
）
で
す
。 

資
料
に
つ
い
て
の
確
認
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
添
付
の

質
問
票
で
事
務
局
に
送
付
と
い
う
形
式
で
す
。 

 

■
配
布
し
た
協
議
資
料
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
す
。 

①
令
和
３
年
度
河
川
工
事
の
現
場
状
況
に
つ
い
て 

一
、
神
田
川
整
備
工
事
（
そ
の
１
５
６
）
そ
の
２
。
令
和
三
年

度
に
行
っ
て
い
る
工
事
の
様
子
を
平
面
図
と
写
真
で
伝
え
て
い
ま

す
。 二

、
神
田
川
整
備
工
事
（
そ
の
２
１
１
）。
令
和
三
年
度
に
行
っ

て
い
る
工
事
の
様
子
を
平
面
図
と
写
真
で
伝
え
て
い
ま
す
。 

三
、
善
福
寺
川
整
備
工
事
（
そ
の
１
０
４
❘
３
）
。
令
和
三
年
度

に
行
っ
て
い
る
工
事
の
様
子
を
平
面
図
と
写
真
で
伝
え
て
い
ま
す
。 

四
、
善
福
寺
川
整
備
工
事
（
そ
の
１
０
６
）
。
令
和
三
年
度
に
行

っ
て
い
る
工
事
現
場
の
臨
場
感
を
伝
え
る
た
め
に
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

で
３
６
０
度
写
真
を
公
開
し
て
い
ま
す
。 

五
、
善
福
寺
川
整
備
工
事
（
そ
の
２
０
５
）
。
令
和
三
年
度
に
行

っ
て
い
る
工
事
の
様
子
を
平
面
図
と
写
真
で
伝
え
て
い
ま
す
。 

六
、
妙
正
寺
川
６ 

整
備
工
事
（
そ
の
１
６
）
。
令
和
三
年
度
に

行
っ
て
い
る
工
事
の
様
子
を
平
面
図
と
写
真
で
伝
え
て
い
ま
す
。 

七
、
妙
正
寺
川
整
備
工
事
（
そ
の
２
０
２
❘
３
）
そ
の
２
。
令

和
三
年
度
に
行
っ
て
い
る
工
事
の
様
子
を
平
面
図
と
写
真
で
伝
え

て
い
ま
す
。 

八
、
下
高
井
戸
調
節
池
工
事
。
令
和
三
年
度
に
行
っ
て
い
る
工

事
現
場
の
臨
場
感
を
伝
え
る
た
め
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
３
６
０
度
写

真
を
公
開
し
て
い
ま
す
。 

九
、
和
田
堀
公
園
調
節
池
工
事
そ
の
２
。
令
和
三
年
度
に
行
っ

て
い
る
工
事
の
様
子
を
写
真
で
伝
え
て
い
ま
す
。 

十
、
環
状
七
号
線
地
下
広
域
調
節
池
工
事
。
令
和
三
年
度
に
行

っ
て
い
る
工
事
の
様
子
を
写
真
で
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

 

 ②
委
員
か
ら
の
報
告
事
項 

■
行
政
委
員
か
ら
の
報
告 

行
政
委
員
（
建
設
局
河
川
部
計
画
課
）
か
ら
「
神
田
川
流
域
河

川
整
備
計
画
」
の
変
更
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

○
概
要 

都
で
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
に
、「
神
田
川
流
域
河
川
整
備

計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
平
成
二
十
八
年
三
月
に
変
更
し
ま
し

た
が
、
今
回
、
新
規
調
節
池
の
検
討
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
再
度

変
更
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。 

○
今
後
の
予
定 

変
更
に
当
た
っ
て
は
、
河
川
法
に
基
づ
く
流
域
住
民
へ
の
意
見

聴
取
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
を
実
施
し
、
専
門
家
委
員
会
の

開
催
、
流
域
区
市
な
ど
へ
の
意
見
照
会
を
経
て
、
策
定
・
公
表
し

ま
す
。
な
お
、
神
田
川
上
流
懇
談
会
委
員
（
都
民
委
員
）
の
皆
様

に
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
前
に
「
神
田
川
流
域
河
川
整
備
計

画
」
の
変
更
に
関
す
る
内
容
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
御
意
見

を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

■
都
民
委
員
か
ら
の
報
告 

都
民
委
員
が
所
属
し
て
い
る
団
体
（
善
福
寺
川
を
里
川
に
カ
エ

ル
会
）
の
活
動
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

一
、
善
福
川
八
幡
西
橋
付
近
で
水
質
、
生
物
な
ど
の
調
査
を
２

０
２
１
年
１
月
か
ら
２
０
２
２
年
１
月
ま
で
に
１
０
回
行
い
ま

し
た
。 

 

 

 

二
、
２
０
２
０
年
１
２
月
２
６
～
２
７
日
に
中
部
流
域
連
携
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
（
主
催
）
の
オ
ン
ラ
イ
ン
特
別
企
画
ゆ
く
川
・
く
る

川
談
義
」
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
ま
し
た
。 

三
、
２
０
２
１
年
１
月
１
０
日
と
２
０
２
２
年
１
月
２
１
日
の

「
川
ガ
キ
復
活
講
座
」(N

P
O

法
人
す
ぎ
な
み
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
主
催
）
に
参
加
し
ま
し
た
。 

四
、
２
０
２
１
年
３
月
５
～
７
日
の 

「
ま
ち
は
く2

0
2

1

」
杉

並
区
立
産
業
商
工
会
議
主
催
に
チ
ラ
シ
参
加
し
ま
し
た
。 

  

神
田
川
上
流
懇
談
会
ニ
ュ
ー
ス
（
案
） 

第第
四四
十十
九九
号号
（（
第第
七七
期期
第第
六六
号号
））  
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神神田田川川上上流流懇懇談談会会ニニ ュュ ーースス   

令令和和４４ 年年２２ 月 28 日  第 49 号  

 

五
、
２
０
２
１
年
５
月
３
０
日
に
「
川
し
ら
べ
＋
川
あ
る
き
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
西
荻
地
域
区
民
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
し
た
。 

 

 

     

六
、
２
０
２
１
年
６
月
２
７
日
に
「
川
歩
き
＋
川
あ
る
き
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
善
福
寺
川
緑
地
公
園
で
開
催
し
ま
し
た
。 

 

 

  

七
、
２
０
２
１
か
ん
き
ょ
う
講
演
会
＂
守
ろ
う
、
育
て
よ
う
、

善
福
寺
川
の
自
然
＂
第
１
回
９
月
１
１
日
、 

第
２
回
１
０
月
１
６

日
に
企
画
協
力
し
ま
し
た
。 

 

 

    

八
、
２
０
２
１
年
１
０
月
３
１
日
、
和
田
堀
公
園
で
開
催
さ
れ

た
「
善
福
寺
川
し
ら
べ
」
イ
ベ
ン
ト
『
善
福
寺
川
発
見
』
に
パ
ネ

ル
展
示
の
参
加
を
し
ま
し
た
。 

 

 

            

 

九
、
２
０
２
１
年
１
２
月
１
８
日
、「
善
福
寺
川
を
里
川
に
カ
エ

ル
会
」
発
足
１
０
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開

催
し
ま
し
た
。 

              ■
第
七
期
神
田
川
上
流
懇
談
会
（
第
６
回
）
質
問
票
で
お
受
け
し
た

質
問
の
回
答 

  

特
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

             

 

編
集･

発
行 

神
田
川
上
流
懇
談
会
事
務
局 

 

（
東
京
都
第
三
建
設
事
務
所 

工
事
第
二
課
内
） 

   
  

  
  

  

電
話 

０
３
（
３
３
８
７
）
５
１
３
７ 
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神神田田川川上上流流懇懇談談会会ニニュューースス  
令令和和５５年年１１月月 2244 日日  第第 5500 号号  

        
第
７
回
神
田
川
上
流
懇
談
会
（
第
七
期
）
は
、
令
和
五
年
一
月

二
十
四
日
（
火
）
に
、「Z

o
o
m
 
M
e
e
t
i
n
g
s

」
を
用
い
た
Ｗ
Ｅ
Ｂ
お
よ

び
対
面
会
議
（
対
面
会
議
場
所
：
第
三
建
設
事
務
所
１
階
第
三
会
議
室
）

で
、
開
催
し
ま
し
た
。 

配
付
資
料
は
、
①
第
七
期
活
動
報
告
記
録
（
案
）、
②
第
八
期
設
置
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
委
員
継
続
意
思
確
認
書
、
③
委
員
か
ら
の
報
告
事
項
、
④

第
三
建
設
事
務
所
管
内
で
施
工
中
の
工
事
情
報
、
⑤
２
０
２
３
カ

レ
ン
ダ
ー
～
川
の
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
２
０
２
２
優
秀
作
品
集

～
で
す
。 

 

■
配
布
し
た
協
議
資
料
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
す
。 

①①
第第
七七
期期
神神
田田
川川
上上
流流
懇懇
談談
会会
活活
動動
報報
告告
（（
案案
））  

記
載
内
容
は
、
神
田
川
上
流
懇
談
会
の
概
要
、
神
田
川
上
流
懇

談
会
規
約
、
第
七
期
神
田
川
上
流
懇
談
会
委
員
名
簿
、
第
七
期
神

田
川
上
流
懇
談
会
活
動
の
経
緯
、
第
七
期
神
田
川
上
流
懇
談
会
活

動
内
容
（
第
１
回
～
第
６
回
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

②②
第第
八八
期期
設設
置置
スス
ケケ
ジジ
ュュ
ーー
ルル
・・
委委
員員
継継
続続
意意
志志
確確
認認
書書  

新
規
委
員
募
集
と
し
て
、
流
域
七
区
市
（
文
京
区
、
新
宿
区
、

豊
島
区
、
中
野
区
、
杉
並
区
、
三
鷹
市
、
武
蔵
野
市
）
の
各
区
市

報
に
募
集
記
事
を
掲
載
し
ま
し
た
。
応
募
締
切
を
２
月
１
０
日
と

し
て
、
選
考
手
続
き
を
経
て
２
月
下
旬
（
予
定
）
に
応
募
者
へ
通

知
し
ま
す
。
ま
た
現
委
員
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
委
員
に
ご
就

任
い
た
だ
く
こ
と
を
考
え
て
お
り
、「
第
八
期
委
員
継
続
意
志
確
認

書
」
を
配
布
し
ま
し
た
。
新
規
委
員
及
び
継
続
委
員
共
に
三
月
初

旬
（
予
定
）
に
委
嘱
状
を
送
付
し
て
、
第
八
期
第
１
回
神
田
川
上

流
懇
談
会
を
３
月
下
旬
に
開
催
す
る
予
定
で
す
。 

 ③③
委委
員員
かか
らら
のの
報報
告告
事事
項項  

◎
団
体
委
員
（
神
田
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
よ
り
、
活
動
報
告
と
し

て
、
以
下
の
内
容
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。（
事
務
局
が
代
読
） 

・
亀
島
川
ま
つ
り 

主
催
者
「
水
都
東
京
・
未
来
会
議
」
の
一
員
と

し
て
参
加 

・
「
雨
水
を
た
め
る
」
勉
強
会
を
主
催
し
た 

講
師
：
神
谷 

博
氏 

・
「
隅
田
川
ク
リ
ー
ン
大
作
戦
」
に
参
加
協
力 

・
東
京
都
水
防
資
料
館
に
て
講
師
を
担
当 

・
す
ぎ
な
み
エ
コ
路
地
フ
ェ
ス
タ
で
展
示
を
行
う 

実
行
委
員
会
に

参
加 

・「
善
福
寺
川
フ
ォ
ー
ラ
ム
」 

都
立
善
福
寺
公
園
下
池
で
展
示 

実

行
委
員
会
に
参
加 

 

◎
都
民
委
員
（
善
福
寺
川
を
里
川
に
カ
エ
ル
会
＆
善
福
寺
川
フ
ォ

ー
ラ
ム
実
行
委
員
会 

所
属
）
よ
り
、
活
動
報
告
と
し
て
、
以
下

の
内
容
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

・
善
福
寺
川
を
里
川
に
カ
エ
ル
会 

２
０
２
２
年
活
動
報
告 

・
善
福
寺
川
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会 

２
０
２
２
年
活
動
報
告 

・
か
ん
き
ょ
う
講
演
会 

・
善
福
寺
川
発
見
（
イ
ベ
ン
ト
協
賛
） 

・
善
福
寺
川
発
見 

流
域
さ
ん
ぽ 

  

◎
都
民
委
員
よ
り
、
神
田
川
の
水
質
調
査
に
つ
い
て
神
田
川
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
（
事
務
局
が
代
読
） 

 
 

 
 

 

◎
都
民
委
員
よ
り
、
武
蔵
野
市
水
の
学
校
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
・
サ
ロ

ン
活
動
状
況
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

・「
む
さ
し
の
環
境
フ
ェ
ス
タ
ｉ
ｎ 

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ｒ
」
に
参
加 

・
む
さ
し
の
エ
コ
ｒ
ｅ
ゾ
ー
ト
来
館
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
活
用

し
、
関
連
す
る
資
料
の
展
示
等 

 

神
田
川
上
流
懇
談
会
ニ
ュ
ー
ス 

第
五
十
号
（
第
七
期
第
七
号
） 

参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第五十号（第七期第七号）1/2
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④④
第第
三三
建建
設設
事事
務務
所所
管管
内内
でで
施施
工工
中中
のの
工工
事事
情情
報報  

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
現
在
の
第
三
建
設
事
務
所
工
事
第
二

課
施
工
箇
所
は
、
本
川
工
事
が
４
件
、
調
節
池
が
３
箇
所
１
２
件

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

  

一
、 

妙
正
寺
川
整
備
工
事
（
そ
の
２
０
２—

４
）
。
丸
山
橋
付
近

の
護
岸
整
備
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

二
、
善
福
寺
川
整
備
工
事
に
伴
う
管
理
用
通
路
整
備
工
事
（
宮
下

橋
か
ら
御
供
米
橋
）。
管
理
用
通
路
の
整
備
工
事
を
実
施
し
て

い
ま
す
。 

三
、
善
福
寺
川
整
備
工
事
（
そ
の
２
０
５
）
。
神
通
橋
付
近
の
護
岸

整
備
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

四
、
神
田
川
整
備
工
事
（
そ
の
２
１
２
）
。
宮
前
橋
上
流
の
護
岸
整

備
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

五
、
環
状
七
号
線
地
下
広
域
調
節
池
（
石
神
井
川
区
間
）
工
事
。

神
田
川
・
環
状
七
号
線
地
下
調
節
池
と
白
子
川
地
下
調
節
池
を

連
結
す
る
た
め
、
環
状
七
号
線
と
目
白
通
り
の
地
下
に
内
径

1
2

.5
m

、
延
長
約
５
．
４
ｋ
ｍ
の
ト
ン
ネ
ル
式
の
調
節
池
を

整
備
し
ま
す
。
令
和
４
年
６
月
に
約
１
６
０
ｍ
の
初
期
掘
進
を

終
了
し
、
本
掘
進
に
向
け
た
段
取
り
替
え
を
行
い
、
令
和
５
年

１
月
か
ら
本
掘
進
を
進
め
て
い
ま
す
。 

六
、
和
田
堀
公
園
調
節
池
関
連
工
事
。
取
水
施
設
、
排
水
設
備
、

監
視
制
御
設
備
、
公
園
復
旧
等
の
工
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

七
、
下
高
井
戸
調
節
池
工
事
。
神
田
川
で
は
大
雨
・
洪
水
に
対
処

す
る
治
水
対
策
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
区
立
下

高
井
戸
お
お
ぞ
ら
公
園
の
地
下
に
貯
留
量
約
３
０
，
０
０
０

㎥
の
下
高
井
戸
調
節
池
を
整
備
し
ま
す
。
引
き
続
き
、
調
節

池
本
体
工
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

 ■■
第第
七七
期期
神神
田田
川川
上上
流流
懇懇
談談
会会
（（
第第
７７
回回
））
質質
疑疑
応応
答答  

  

善
福
寺
川
の
宮
下
橋
の
辺
り
で
イ
ベ
ン
ト
が
毎
年
行
わ
れ
て

い
て
、
工
事
が
行
わ
れ
る
前
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
川
に
入
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
工
事
が
始
ま
っ
て
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。
川
に
降
り
ら
れ
る
階
段
が
２
カ
所
で
き

ま
す
が
、
い
つ
か
ら
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。 

 

※
善
福
寺
川
の
宮
下
橋
、
八
幡
橋
、
御
供
米
橋
付
近
に
お
い
て
、
平

成
２
４
年
か
ら
工
事
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
の
５
月
頃
に
工
事
が

終
わ
る
予
定
で
す
。
工
事
完
了
後
は
、
開
放
し
て
歩
い
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
八
幡
橋
の
す
ぐ
上
流
付
近
に
川
へ
降

り
ら
れ
る
階
段
を
以
前
と
同
様
に
設
置
し
ま
し
た
。
杉
並
区
が
管
理

者
と
な
り
ま
す
の
で
、
階
段
の
開
放
に
つ
い
て
は
、
杉
並
区
と
ご
相

談
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

神
田
川
は
一
つ
の
景
観
だ
と
思
い
ま
す
が
、
治
水
と
い
う
観
点

か
ら
同
じ
よ
う
な
整
備
形
態
に
な
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
神

田
川
の
五
十
年
後
、
百
年
後
を
考
え
る
と
、
同
じ
よ
う
な
形
態

で
整
備
し
て
い
い
の
か
と
思
う
の
で
、
提
案
を
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

※
一
例
で
は
あ
り
ま
す
が
、
善
福
寺
川
の
宮
下
橋
か
ら
御
供
米
橋
間

の
整
備
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
意
見
踏
ま
え
て
、
石
積
護
岸
な
ど
の

湧
水
を
遮
断
し
な
い
よ
う
な
護
岸
構
造
を
採
用
す
る
な
ど
、
自
然
の

水
循
環
（
自
然
環
境
）
お
よ
び
生
態
系
や
景
観
等
に
配
慮
し
て
行
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
行
政
と
し
て
も
洪
水
対
策
と
の
両
立
を
行
う
必

要
が
あ
る
た
め
、
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
改
善

で
き
る
こ
と
は
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

和
田
堀
公
園
調
節
池
で
す
が
、
こ
の
計
画
を
作
る
と
き
に
ず
い

ぶ
ん
と
意
見
交
換
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
出
来
上
が
る
の

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
大
雨
が
降
っ
た
と
き
な

ど
、
既
に
使
用
し
て
い
る
の
で
す
か
。 

 

※
令
和
３
年
度
末
か
ら
、
川
か
ら
水
が
取
り
込
め
る
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
洪
水
時
に
水
位
上
昇
し
た
際
は
、
取
水
（
水
を
貯
め
る
こ
と
）

が
で
き
る
よ
う
機
能
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
斜
面
の
滑
り
が
な
い
よ

う
補
強
を
行
う
と
と
も
に
、
機
械
設
備
、
電
気
設
備
等
を
１
年
少
し

か
け
て
実
施
し
て
い
き
ま
す
。 

  

和
田
堀
公
園
調
節
池
に
川
の
水
が
入
っ
て
き
た
後
、
出
て
い
っ

て
、
そ
の
後
は
消
毒
と
か
は
さ
れ
る
の
で
す
か
。  

  

※
消
毒
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
管
理
者
に
な

る
公
園
や
区
と
調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
第
三
建
設
事
務
所

で
は
、
排
水
お
よ
び
池
の
水
を
空
に
す
る
た
め
の
施
設
を
整
備
し

て
い
ま
す
。  

  

善
福
寺
川
取
水
施
設
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
い
参
考
に
な
り
ま

し
た
の
で
、
あ
の
よ
う
な
施
設
の
見
学
会
を
で
き
る
だ
け
多
く

し
て
、
み
ん
な
に
川
の
こ
と
や
安
全
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
る
こ

と
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。  

  ※
神
田
川
・
環
状
七
号
線
地
下
調
節
池
の
施
設
見
学
は
、
昨
年
よ

り
一
般
の
見
学
を
再
開
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
第
三
建
設
事
務

所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
申
込
み
フ
ォ
ー
ム
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

一
人
か
ら
で
も
申
込
み
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
周
り
の
方
々
に
も
、

教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

   

 

編
集･

発
行 

神
田
川
上
流
懇
談
会
事
務
局 

 

（
東
京
都
第
三
建
設
事
務
所 

工
事
第
二
課
内
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話 

０
３
（
３
３
８
７
）
５
１
３
７ 

 

参考資料　 神田川上流懇談会ニュース第五十号（第七期第七号）2/2



第七期神田川上流懇談会

活動報告

編集・発行 神田川上流懇談会事務局
  東京都第三建設事務所 工事第二課
  〒 164-0001 東京都中野区中野四丁目８番１号（中野区役所内）
  電話 03（3387）5137


